
専門職大学設置基準等の一部改正について（履修証明プログラムへの単位授与）

大学が開設する履修証明プログラムを履修する者（特別の課程履修生）に対し、大学の定める
ところにより、プログラムそのものに係る単位授与を可能とする（大学設置基準第31条第２項～第４項）

大学入学前の既修得単位の認定の対象として、入学前に履修証明プログラムの履修により修得
した単位を追加（大学設置基準第30条第１項）

大学の学生が他の大学等で履修した履修証明プログラムに係る学修について、大学が教育上有
益と認めるときは、単位授与を可能とする
（平成３年文部省告示第68号第１号～第４号及び平成３年文部省告示第69号第１号～第４号関係）

履修証明プログラムについて大学等が公表すべき事項として、当該プログラムの「単位の授与の
有無」及び「実施体制」を追加（学校教育法施行規則第164条第５項関係）

＊「他の大学等」には専門課程を置く専修学校と高等専門学校を含む。

履修証明プログラムにおける学修を学位取得に接続させるとともに、
社会的認知・評価の向上を図ることにより、リカレント教育を促進

施行日：公布の日（８月中旬目途）

○ ６月１３日の大学分科会において、以下の改正を内容とする大学設置基準及び短期大
学設置基準の一部改正について諮問し、答申をいただいたところ。

○ 以上の改正と同様の内容について、専門職大学・専門職短期大学にも適用するため、
所要の措置を講ずるもの。
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学
校
教
育
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
案
）

新
旧
対
照
表
（
追
加
分
）

◎
専
門
職
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号
）
（
抄
）

改

正

後

改

正

前

（
入
学
前
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
）

（
入
学
前
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
）

第
二
十
六
条

専
門
職
大
学
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
学
生
が
当
該
専

第
二
十
六
条

専
門
職
大
学
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
学
生
が
当
該
専

門
職
大
学
に
入
学
す
る
前
に
大
学
又
は
短
期
大
学
に
お
い
て
履
修
し
た
授
業
科
目

門
職
大
学
に
入
学
す
る
前
に
大
学
又
は
短
期
大
学
に
お
い
て
履
修
し
た
授
業
科
目

に
つ
い
て
修
得
し
た
単
位
（
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
修

に
つ
い
て
修
得
し
た
単
位
（
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
単
位

得
し
た
単
位
を
含
む
。
）
を
、
当
該
専
門
職
大
学
に
入
学
し
た
後
の
当
該
専
門
職

を
含
む
。
）
を
、
当
該
専
門
職
大
学
に
入
学
し
た
後
の
当
該
専
門
職
大
学
に
お
け

大
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

２
～
４

［
略
］

２
～
４

［
同
上
］

（
科
目
等
履
修
生
等
）

（
科
目
等
履
修
生
等
）

第
二
十
八
条

専
門
職
大
学
は
、
専
門
職
大
学
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
専

第
二
十
八
条

専
門
職
大
学
は
、
専
門
職
大
学
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
専

門
職
大
学
の
学
生
以
外
の
者
で
一
又
は
複
数
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
者
（
以
下

門
職
大
学
の
学
生
以
外
の
者
で
一
又
は
複
数
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
者
（
以
下

「
科
目
等
履
修
生
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
科
目
等
履
修
生
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

専
門
職
大
学
は
、
専
門
職
大
学
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
専
門
職
大
学

［
項
を
加
え
る
。
］

の
学
生
以
外
の
者
で
学
校
教
育
法
第
百
五
条
に
規
定
す
る
特
別
の
課
程
を
履
修
す

る
者
（
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
特
別
の
課
程
履
修
生
」
と
い
う
。
）
に
対

し
、
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

科
目
等
履
修
生
及
び
特
別
の
課
程
履
修
生
に
対
す
る
単
位
の
授
与
に
つ
い
て
は

２

科
目
等
履
修
生
に
対
す
る
単
位
の
授
与
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
二
条
の
規
定
を

、
第
二
十
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

準
用
す
る
。

４

専
門
職
大
学
は
、
科
目
等
履
修
生
、
特
別
の
課
程
履
修
生
そ
の
他
の
学
生
以
外

３

専
門
職
大
学
は
、
科
目
等
履
修
生
そ
の
他
の
学
生
以
外
の
者
（
次
項
に
お
い
て

の
者
（
次
項
に
お
い
て
「
科
目
等
履
修
生
等
」
と
い
う
。
）
を
相
当
数
受
け
入
れ

「
科
目
等
履
修
生
等
」
と
い
う
。
）
を
相
当
数
受
け
入
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
十
五
条
、
第
四
十
六
条
及
び
第
四
十
七
条
に
規
定
す

第
三
十
五
条
、
第
四
十
六
条
及
び
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
基
準
を
考
慮
し
て
、

る
基
準
を
考
慮
し
て
、
教
育
に
支
障
の
な
い
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
の
専
任
教
員

教
育
に
支
障
の
な
い
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
の
専
任
教
員
並
び
に
校
地
及
び
校
舎

並
び
に
校
地
及
び
校
舎
の
面
積
を
増
加
す
る
も
の
と
す
る
。

の
面
積
を
増
加
す
る
も
の
と
す
る
。

５

［
略
］

４

［
同
上
］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

※条文案については今後技術的な修正を行う場合があります。
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◎
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
四
号
）
（
抄
）

改

正

後

改

正

前

（
入
学
前
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
）

（
入
学
前
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
）

第
二
十
三
条

専
門
職
短
期
大
学
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
学
生
が
当

第
二
十
三
条

専
門
職
短
期
大
学
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
学
生
が
当

該
専
門
職
短
期
大
学
に
入
学
す
る
前
に
短
期
大
学
又
は
大
学
に
お
い
て
履
修
し
た

該
専
門
職
短
期
大
学
に
入
学
す
る
前
に
短
期
大
学
又
は
大
学
に
お
い
て
履
修
し
た

授
業
科
目
に
つ
い
て
修
得
し
た
単
位
（
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

授
業
科
目
に
つ
い
て
修
得
し
た
単
位
（
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
修
得

に
よ
り
修
得
し
た
単
位
を
含
む
。
）
を
、
当
該
専
門
職
短
期
大
学
に
入
学
し
た
後

し
た
単
位
を
含
む
。
）
を
、
当
該
専
門
職
短
期
大
学
に
入
学
し
た
後
の
当
該
専
門

の
当
該
専
門
職
短
期
大
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と

職
短
期
大
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

２
～
４

［
略
］

２
～
４

［
同
上
］

（
科
目
等
履
修
生
等
）

（
科
目
等
履
修
生
等
）

第
二
十
五
条

専
門
職
短
期
大
学
は
、
専
門
職
短
期
大
学
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

第
二
十
五
条

専
門
職
短
期
大
学
は
、
専
門
職
短
期
大
学
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
当
該
専
門
職
短
期
大
学
の
学
生
以
外
の
者
で
一
又
は
複
数
の
授
業
科
目
を
履
修

、
当
該
専
門
職
短
期
大
学
の
学
生
以
外
の
者
で
一
又
は
複
数
の
授
業
科
目
を
履
修

す
る
者
（
以
下
「
科
目
等
履
修
生
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
単
位
を
与
え
る
こ
と

す
る
者
（
以
下
「
科
目
等
履
修
生
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
単
位
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

２

専
門
職
短
期
大
学
は
、
専
門
職
短
期
大
学
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
専

［
項
を
加
え
る
。
］

門
職
短
期
大
学
の
学
生
以
外
の
者
で
学
校
教
育
法
第
百
五
条
に
規
定
す
る
特
別
の

課
程
を
履
修
す
る
者
（
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
特
別
の
課
程
履
修
生
」
と

い
う
。
）
に
対
し
、
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

科
目
等
履
修
生
及
び
特
別
の
課
程
履
修
生
に
対
す
る
単
位
の
授
与
に
つ
い
て
は

２

科
目
等
履
修
生
に
対
す
る
単
位
の
授
与
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
の
規
定
を
準

、
第
十
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

用
す
る
。

４

専
門
職
短
期
大
学
は
、
科
目
等
履
修
生
、
特
別
の
課
程
履
修
生
そ
の
他
の
学
生

３

専
門
職
短
期
大
学
は
、
科
目
等
履
修
生
そ
の
他
の
学
生
以
外
の
者
（
次
項
に
お

以
外
の
者
（
次
項
に
お
い
て
「
科
目
等
履
修
生
等
」
と
い
う
。
）
を
相
当
数
受
け

い
て
「
科
目
等
履
修
生
等
」
と
い
う
。
）
を
相
当
数
受
け
入
れ
る
場
合
に
お
い
て

入
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
十
二
条
、
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
五
条
に
規

は
、
第
三
十
二
条
、
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
五
条
に
規
定
す
る
基
準
を
考
慮
し

定
す
る
基
準
を
考
慮
し
て
、
教
育
に
支
障
の
な
い
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
の
専
任

て
、
教
育
に
支
障
の
な
い
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
の
専
任
教
員
並
び
に
校
地
及
び

教
員
並
び
に
校
地
及
び
校
舎
の
面
積
を
増
加
す
る
も
の
と
す
る
。

校
舎
の
面
積
を
増
加
す
る
も
の
と
す
る
。

５

［
略
］

４

［
同
上
］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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